
自然放射性物質の規制免除について（抜粋） 
 

表５ 自然放射性物質を含む物質の分類と対応案 

区 分 検討を要する事例*8 
除外、行為、

介入の区別 

法 令 に よ

る 規 制
対応の方法 

対応のための

線量の 

目安/規準 

１ 鉱物、鉱石等に含まれ

る自然放射性物質の比

率を高める処理をして

いないもの 

(区分２、３、４、５、

６を除く) 

庭石、研究・教育用鉱

物サンプル、博物館所

有の鉱物サンプル、工

事現場や河原などから

出た鉱石など 

除外 対象外 ― ― 

２ 過去に廃棄された自然

放射性物質を含む残渣 

チタン工場等から廃棄

された残渣、不法投棄

された残渣など 

介入 対象外 対策レベル h 

今後の検討 

(1～10 mSv/

年) 

３ 産業で生成される灰、

缶石など 

（原材料として取り扱

う物質は免除レベル濃

度以下のもの） 

石炭灰（フライアッシ

ュを含む）、ガス田・

油田の缶石、製鉄での

鉱滓など 

介入 対象外 対策レベル 

今後の検討 

(1～10 mSv/

年) 

４ 現在操業中の鉱山の残

土、産業利用の残渣（処

分） 

行為／介入*9 対象 

・一定濃度を超える可

能性のあるものを特

定する 

・特定物質の利用のう

ち、作業者または一般

公衆が受ける線量に

応じ放射線防護上の

適切な管理を求める。 

1 mSv/年 

（これを超え

たら規制する

か、介入する

か 

を検討） 

５ 

 

産業用原材料 

（製造、エネルギー生

産、採掘） 

(区分７を除く) 

モナザイト、バストネ

サイト（研磨材）、ジ

ルコン、タンタライト、

リン鉱石、サマリウム、

ウラン鉱石、トリウム

鉱石、チタン鉱石、石

炭灰（フライアッシュ

を含む）、その他一般

消費財の原料など 

 
行為／介入*9 対象 区分４と同様 

1 mSv/年 

（同上） 

基本的に BSS 免除レ

ベルを適用 
10μSv/年 

６ 一般消費財 

（使用） 

温泉浴素、健康器具、

寝具、衣類、塗料、マ

ントル、自動車用触媒、

耐火物、研磨材、肥料、

湯の花など 

行為 

商 品 ご と

に 対 象 と

す る か 否

か を 検 討
型式承認に相当する

制度を検討 
1 mSv/年 

７ 放射線を放出する性質

等を意図して利用する

ために精製された核燃

料物質や放射線源とし

て使用するもの 

核燃料物質（ウラン、

トリウム）、ラジウム

など 行為 対象 
BSS 免除レベルを適

用 
10μSv/年 

規制下にあるラジウム

線源から発生するラド

ン 

行為 対象 
BSS 免除レベルを適

用 
― 

核原料物質鉱山におけ

る職業環境のラドン 
行為 

鉱山保安

法の対象
― ― 

８ ラドン 

住居、一般職業環境に

おけるラドンで上欄を

除く 

介入 対象外 対策レベル 今後の検討 

＊8：ここにあげた事例は、文献調査及び自然放射性物質が比較的多く含まれていると考えられるものを実態調査したものについて記載

したものである。なお、物質や鉱物の産地、種類、物量等により、自然放射性物質の含有量は異なってくることから、区分４及び

区分５については、一定濃度を超える可能性のあるものを特定し、さらに放射線防護の必要があるものについては、適切な管理を

求めることとなる。 
＊9：基本的には行為であるが、行為と介入の両面を持ち、原材料を取り扱う初期過程は、介入の対象の要素が大きい。 
＊10：区分 7 及び区分 8 は、今回の基本部会において規制免除に関して検討対象としていない。 

                                                 
h

 対策レベル：用語解説（付録１）を参照 

付録３ 


